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本件は、運送会社Aに雇用されていた原告（以下、「X」といいます。）が、Aを相手方として申し立てた労働審判手続において、労働審判委
員会が口外禁止条項を含む労働審判（以下、「本件労働審判」といいます。）を行ったことに対して、当該労働審判は労働審判法２０条１項
及び２項に違反し、Xの表現の自由等を侵害したとして、Xが国（被告）に対して損害賠償請求をしたという事案です。
なお、当該労働審判は双方から異議の申し立てはなされず確定しています。労働審判で定められた口外禁止条項（以下、「本件口外禁止

条項」といいます。）は以下の通りであり、ただし書き記載の事項を除けば、広く用いられている内容といえます。
「申立人と相手方は、本件に関し、正当な理由のない限り、第三者に対して口外しないことを約束する。ただし、申立人は、申立人が本件
に関する相談を行ったB（諫早市の市議会議員）及びＣ（長崎県労連の担当者）に限り、本件が審判により終了したことのみを、口外するこ
とができる。」

１ 労働審判が労働審判法２０条１項及び２項に反するか否かの判断基準

本判決は、まず、「労働審判は、…（中略）…事案の解決のために相当なものでなければならないという相当性の要件を満たす必要があ

る」として、労働審判には相当性の要件が必要であることが確認されました。

そして、「申立ての対象である労働関係に係る権利関係と合理的関連性があるか、手続の経過において、当事者にとって、受容可能性

及び予測可能性があるかといった観点によるのが相当である。」と判示し、「合理的関連性」、「受容可能性」、「予測可能性」という観点から

相当性の要件を判断すべきという判断基準を示しました。

２ 本件労働審判は相当性の要件を具備するか

合理的関連性について

雇用関係の終了の確認と解決金を支払うとの内容の労働審判をすることに加えて、口外禁止条項を設けることは、労働審判の「経過及

び結果について、本件会社関係者等の第三者に口外されることで、例えば不正確な情報が伝わることにより、原告及び本件会社双方が無

用な紛争等に巻き込まれることがあり得る」ため、このような事態に陥ることの未然防止という側面があることから、紛争の実情に即し

た解決に資するといえるから、これに一定の合理性を見出すことができる旨判示し、合理的関連性を肯定しました。
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本件では、①本件労働審判が国家賠償法１条１項にいう違法な行為といえるか、②本件労働審判が労働審判法２０条１項及び２項に
違反しているのか、③損害の発生及び数額が争われました。本件の判決では、②の口外禁止条項を設けることが労働審判法２０条１項及
び２項に違反するのかという点が最も重要な点ですので、以下では、この点に絞って解説していきます。
ここで争点となっている、労働審判法２０条１項は、「労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手

続の経過を踏まえて、労働審判を行う」という定めであり、同条２項は「労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、
物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる」
という内容です。労働審判では、これらの規定を根拠として、労使双方が合意に至らなかった場合であっても、裁判所が相当と認める内
容で労働審判という結論を両当事者に示すことができる制度となっています。
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本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー
ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。
弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ
スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。
なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。
■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com
お手数をおかけしますが、あらかじめ｢melmag@avance-lg.com｣のメールを受信できるように、設定をお願いいたします。

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

（東京弁護士会所属）
東京法律事務所 〒163-1128  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー 28F　　【連絡先】 TEL.03-4577-0757　FAX.03-5909-2454

各法律事務所 宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・姫路・広島・福岡・バンコク（タイ）

ALG弁護士法人 Associates&

執筆弁護士

企業法務及び労働法務全般企業法務及び労働法務全般

Isao Ienaga Masato Nakazawa
執行役員・弁護士　家永 勲

本事例からみる実務における留意事項Ⅳ

弁護士　仲沢 将人

予測可能性について
本件口外禁止条項と同旨の調停条項は、手続において少なくとも議論がなされていたことから、本件口外禁止条項は当事者にとっ

て不意打ちであったと評価することは困難であるため、裁判所は予測可能性を肯定しました。
受容可能性について
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一方で、Xは労働審判手続の中で、口外禁止条項を含んだ本件労働審判と同旨の調停案を明確に拒絶しています。このように、
調停案を明確に拒絶していたとしても、「審判の内容によっては、当事者において、調停による解決はできないとしても、労働審
判委員会による労働審判に対して異議申立てまではしないという意味での消極的合意に至る可能性もあり得る」とし、拒絶した
調停案と同趣旨の労働審判をすることが一概に否定されるものではないとしました。
「もっとも、当事者に過大な負担となるなど、消極的な合意さえも期待できないような場合には、…（中略）…受容可能性はない
というべきであるから、手続の経過を踏まえた労働審判とは認められないもの」は、相当性の要件を欠くと判断基準を整理して
います。
本件でＸは、「裁判への協力を約束してくれた同僚には、和解が成立したことを報告したいとの思い」を有しており、労働審判

委員会から口外禁止条項を設けることを説得されたところ、涙を流しながら同僚が精神的な支えであって、せめて解決したこと
は伝えたいという思いを明らかにしていたという特殊な経過がありました。

このような原告の思いは、「ごく自然な感情によるものであって尊重されるべきであるし、本件労働審判委員会も原告の心情
を十分に認識し」ており、②本件口外禁止条項はB及びCを除けば、「審判で終了したことさえも第三者に口外できない内容であ
ること」、③「将来にわたって本件口外禁止条項に基づく義務を負い続ける」負担を踏まえ、Xの心情を考慮すると、Xが消極的な
合意に至ることは期待できなかったと結論づけました。また、正当な理由の内容も一義的に明確でないことに言及し、この点を
もってXの負担が軽減されることはないとも明言しています。

３ 争点②に対する結論

　　本件口外禁止条項には、Xの受容可能性はなく、相当性の要件を欠くため、労働審判法２０条１項及び２項に反するとされました。

本判決は地裁判決ではあるものの、口外禁止条項は、労働審判だけでなく、民事調停や労働委員会、紛争調整委員会における個別労働
紛争のあっせんなどでも広く用いられており、口外禁止条項を設けて解決を目指すことを躊躇させるおそれがあるものであり、実務的
な影響を無視できないものでした。
しかしながら、本判決によって、今後口外禁止条項を設ける解決が全面的に許されなくなったわけではありません。あくまでも、口外

禁止条項を設けることに関して、涙を流すほど強い抵抗を示していたという前提事情を背景として、相当性を欠くとした点に留意すべ
きであると思われます。
ただし、口外禁止を含む合意の有効性を維持しようと考える場合にも、口外禁止条項を設けることに対する当事者の意思や手続の経

過には留意しておく必要があることを示唆しているというべきでしょう。
口外禁止条項には、本判決の通り、無用な紛争を防止する機能があるという一方で、労働者の権利の観点からみると、審判の経過・結

果、労働条件問題等を同僚労働者と話し合うことは、団結権（憲法２８条）行使の第一歩であることも指摘されることも踏まえて、口外禁
止条項を設けることに抵抗された場合には、口外禁止条項を設けることについて慎重を期する必要があります。

（福岡法律事務所所属）

厚労省からの通達や最高裁の判例を掲載していますので、是非ご覧ください。


